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第 5 期障害福祉計画の策定方針について 

    

１．計画策定の趣旨 

障害者総合支援法第障害者総合支援法第障害者総合支援法第障害者総合支援法第 88888888 条条条条にににに基基基基づきづきづきづき、、、、市町村市町村市町村市町村はははは、、、、国国国国のののの基本指針基本指針基本指針基本指針にににに即即即即してしてしてして、、、、障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サーサーサーサー

ビスやビスやビスやビスや地域生活支援事業地域生活支援事業地域生活支援事業地域生活支援事業のののの区分区分区分区分ごとにごとにごとにごとに必要必要必要必要なななな見込量見込量見込量見込量やややや、、、、見込量確保見込量確保見込量確保見込量確保のためののためののためののための方策方策方策方策をををを定定定定めめめめ

るるるる市町村障害福祉計画市町村障害福祉計画市町村障害福祉計画市町村障害福祉計画をををを策定策定策定策定するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。現行現行現行現行のののの「「「「第第第第 4444 期障害福祉計画期障害福祉計画期障害福祉計画期障害福祉計画」」」」がががが平成平成平成平成 29292929

年度年度年度年度でででで計画期間満了計画期間満了計画期間満了計画期間満了となるためとなるためとなるためとなるため、、、、第第第第 5555 期計画期計画期計画期計画（（（（30303030 年度年度年度年度～～～～32323232 年度年度年度年度））））をををを策定策定策定策定するするするする。。。。    

またまたまたまた、、、、「「「「障害者障害者障害者障害者のののの日常生活及日常生活及日常生活及日常生活及びびびび社会生活社会生活社会生活社会生活をををを総合的総合的総合的総合的にににに支援支援支援支援するためのするためのするためのするための法律及法律及法律及法律及びびびび児童福祉児童福祉児童福祉児童福祉

法法法法のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法律法律法律法律」（」（」（」（平成平成平成平成 30303030 年年年年 4444 月月月月 1111 日施行日施行日施行日施行））））によりによりによりにより、、、、新新新新たにたにたにたに策定策定策定策定がががが義務付義務付義務付義務付けらけらけらけら

れたれたれたれた障害児福祉計画障害児福祉計画障害児福祉計画障害児福祉計画もももも策定策定策定策定するするするする。。。。    

障害福祉計画 障害児福祉計画 

期別 策定年度 計画期間 期別 策定年度 計画期間 

第 1 期 18 年度 19～20 年度    

第 2 期 20 年度 21～23 年度    

第 3 期 23 年度 24～26 年度    

第 4 期 26 年度 27～29 年度    

第 5 期 29 年度 30～32 年度 第 1 期 29 年度 30～32 年度 

    

２．国の基本指針の主な改正内容 

平成平成平成平成 29292929 年年年年 3333 月月月月にににに公布公布公布公布されたされたされたされた、、、、国国国国のののの基本指針基本指針基本指針基本指針（（（（障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスサービスサービスサービス等及等及等及等及びびびび障害児通所支障害児通所支障害児通所支障害児通所支

援等援等援等援等のののの円滑円滑円滑円滑なななな実施実施実施実施をををを確保確保確保確保するためのするためのするためのするための基本的基本的基本的基本的なななな指針指針指針指針））））のののの主主主主なななな改正内容改正内容改正内容改正内容はははは次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり。。。。    

    

⑴⑴⑴⑴    地域共生社会地域共生社会地域共生社会地域共生社会のののの実現実現実現実現のためののためののためののための規定規定規定規定のののの整備整備整備整備    

⑵⑵⑵⑵    精神障害精神障害精神障害精神障害にもにもにもにも対応対応対応対応したしたしたした地域包括地域包括地域包括地域包括ケアシステムのケアシステムのケアシステムのケアシステムの構築構築構築構築    

⑶⑶⑶⑶    障害児支援障害児支援障害児支援障害児支援のののの提供体制提供体制提供体制提供体制のののの計画的計画的計画的計画的なななな整備整備整備整備    

⑷⑷⑷⑷    発達障害者支援発達障害者支援発達障害者支援発達障害者支援のののの一層一層一層一層のののの充実充実充実充実    

⑸⑸⑸⑸    障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスサービスサービスサービス等及等及等及等及びびびび障害児通所支援等障害児通所支援等障害児通所支援等障害児通所支援等のののの提供体制提供体制提供体制提供体制のののの確保確保確保確保にににに係係係係るるるる目標目標目標目標のののの設定設定設定設定    

①①①①    福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設のののの入所者入所者入所者入所者のののの地域生活地域生活地域生活地域生活へのへのへのへの移行移行移行移行    

・平成 28年度末時点における施設入所者の 9％以上を平成 32 年度末までに地域生活へ移行 

・平成 32年度末時点における福祉施設入所者を平成 28年度末時点から 2％以上削減    

②②②②    精神障害精神障害精神障害精神障害にもにもにもにも対応対応対応対応したしたしたした地域包括地域包括地域包括地域包括ケアシステムのケアシステムのケアシステムのケアシステムの構築構築構築構築    （（（（内容見直内容見直内容見直内容見直しししし））））    

・平成 32年度末までに全ての市町村ごとに保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置 

③③③③    地域生活支援拠点等地域生活支援拠点等地域生活支援拠点等地域生活支援拠点等のののの整備整備整備整備    

・市町村又は各都道府県が定める障害福祉圏域において、平成 32 年度末までに障害者の地域で

の生活を支援する拠点等を少なくとも一つ整備 
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④④④④    福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設からからからから一般就労一般就労一般就労一般就労へのへのへのへの移行等移行等移行等移行等        

・平成 32年度中に就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数を平成 28年度実績の 1.5

倍以上にする 

・平成 32年度末における就労移行支援事業利用者数を平成 28 年度末実績から 2 割以上増加 

・就労移行率 3割以上である就労移行支援事業所を平成 32年度末までに全体の 5割以上にするるるる    

・各年度における就労定着支援による支援開始から 1 年後の職場定着率を 80％以上にする 

⑤⑤⑤⑤    障害児支援障害児支援障害児支援障害児支援のののの提供体制提供体制提供体制提供体制のののの整備等整備等整備等整備等    （（（（新設新設新設新設））））    

・平成 32年度末までに児童発達支援センターを各市町村に少なくとも 1 か所以上設置 

・平成 32年度末までに全ての市町村において保育所等訪問支援を利用できる体制を構築 

・平成 32 年度末までに主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサー

ビス事業所を各市町村に 1 か所以上確保 

・平成 30年度末までに、各都道府県、各圏域、各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、

教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設置 

                

３．計画の体系（案）    

    ⑴⑴⑴⑴    基本方針基本方針基本方針基本方針（（（（計画計画計画計画のののの趣旨趣旨趣旨趣旨・・・・位置位置位置位置づけ・づけ・づけ・づけ・期間期間期間期間・・・・策定体制策定体制策定体制策定体制・ニーズの・ニーズの・ニーズの・ニーズの把握把握把握把握））））    

    ⑵⑵⑵⑵    重点課題重点課題重点課題重点課題とととと数値目標数値目標数値目標数値目標（（（（上記上記上記上記の２の２の２の２⑸⑸⑸⑸））））    

    ⑶⑶⑶⑶    障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスサービスサービスサービス等等等等のののの見込量見込量見込量見込量とととと見込量確保見込量確保見込量確保見込量確保のためののためののためののための方策方策方策方策（（（（訪問系訪問系訪問系訪問系サービス・サービス・サービス・サービス・日中活動日中活動日中活動日中活動

系系系系サービス・サービス・サービス・サービス・居住系居住系居住系居住系サービス・サービス・サービス・サービス・相談支援相談支援相談支援相談支援））））    

    ⑷⑷⑷⑷    地域生活支援事業地域生活支援事業地域生活支援事業地域生活支援事業のののの見込量見込量見込量見込量とととと見込量確保見込量確保見込量確保見込量確保のためののためののためののための方策方策方策方策（（（（理解促進研修理解促進研修理解促進研修理解促進研修・・・・啓発事業及啓発事業及啓発事業及啓発事業及びびびび

自発的活動支援事業自発的活動支援事業自発的活動支援事業自発的活動支援事業・・・・相談支援事業相談支援事業相談支援事業相談支援事業・・・・意思疎通支援事業意思疎通支援事業意思疎通支援事業意思疎通支援事業・・・・日常生活用具給付等事業日常生活用具給付等事業日常生活用具給付等事業日常生活用具給付等事業・・・・

手話奉仕員養成研修事業手話奉仕員養成研修事業手話奉仕員養成研修事業手話奉仕員養成研修事業・・・・移動支援事業移動支援事業移動支援事業移動支援事業・・・・地域活動支援地域活動支援地域活動支援地域活動支援センター・センター・センター・センター・訪問入浴訪問入浴訪問入浴訪問入浴サービスサービスサービスサービス

事業事業事業事業・・・・日中一時支援事業日中一時支援事業日中一時支援事業日中一時支援事業））））    

    ⑸⑸⑸⑸    障障障障がいがいがいがい児支援児支援児支援児支援のののの見込量見込量見込量見込量とととと見込量確保見込量確保見込量確保見込量確保のためののためののためののための方策方策方策方策（（（（障害児通所支援障害児通所支援障害児通所支援障害児通所支援・・・・障害児相談支障害児相談支障害児相談支障害児相談支

援援援援））））    

 

４．計画策定体制とスケジュール 

    計画計画計画計画のののの策定策定策定策定にあたりにあたりにあたりにあたり、「、「、「、「大垣市障大垣市障大垣市障大垣市障がいがいがいがい者者者者のののの暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを支支支支えるえるえるえる協議会協議会協議会協議会」」」」でのでのでのでの意見意見意見意見をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、庁庁庁庁

内組織内組織内組織内組織であるであるであるである「「「「推進委員会推進委員会推進委員会推進委員会」」」」及及及及びびびび「「「「幹事会幹事会幹事会幹事会」」」」でででで検討検討検討検討したしたしたした後後後後、「、「、「、「大垣市障害者計画大垣市障害者計画大垣市障害者計画大垣市障害者計画・・・・障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉

計画策定計画策定計画策定計画策定・・・・評価委員会評価委員会評価委員会評価委員会」」」」でででで審議審議審議審議するするするする。。。。    

○○○○障障障障がいがいがいがい者者者者のののの暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを支支支支えるえるえるえる協議会及協議会及協議会及協議会及びびびび計画策定計画策定計画策定計画策定・・・・評価委員会評価委員会評価委員会評価委員会のののの開催予定開催予定開催予定開催予定    

第 2 回（Ｈ29年 7.8 月） 第 3 回（Ｈ29年 10.11 月） 第 4 回（Ｈ30年 1・2 月） 

計画骨子案の提示・協議 計画素案の提示・協議 計画案の提示・最終協議 

    


